
事業内容
事業
対象者

補助基準額
(補助率を乗じる前の額）

補助率
担当者

電話（代表）011-231-4111

・　在宅医療提供体制強化事業（令和５年度（2023年度）の実施予定のみ確認）※訪問看護ステーションが対象となる事業のみ記載

（４） 訪問診療用ポータブル機
器等整備事業

訪問診療に使用する医療機器（エコー、心電計、Ｘ線等）の整備に
補助
※医療機関においては、診療報酬上の往診料又は訪問診療料を
算定している、年度内に算定する見込みであること。

医療機関
郡市医師会

訪問看護ステーション

医療機関・訪問看護ステーション
3,000千円
郡市医師会
6,000千円

1/2
以内

（５） 在宅医療多職種連携ICT
ネットワーク構築事業

在宅医療に関わる多職種間におけるICTを活用した情報共有ネッ
トワーク構築のための設備整備に補助
※地域医療情報連携ネットワーク構築事業費補助金で対象となる
経費を除く。

市町村
医療機関
郡市医師会

訪問看護ステーション

2,150千円
1/2
以内

　

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/newkikin/162324.html

地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した令和５年度（2023年度）北海道計画登載事業（※）実施希望調査事業一覧

※北海道保健福祉部地域医療課地域医療係所管事業分（訪問看護ステーションが対象となる事業に限る）

事業名

地域医療係
大西（内線25-323）

事業の詳細は下記WEBページをご覧ください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/newkikin/162324.html

